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―参考―

・全国電気保安協会における災害レベルに応じた危機管理体制

・台風被害状況の写真
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１．関東電気保安協会の対応
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（1）台風被害を受けた需要設備の事故・故障対応

（当協会受託お客さまへの対応）

（2）電源車接続に係る需要設備の安全確認への対応

（当協会受託お客さま及び受託外事業場への対応）

台風による暴風雨の影響により、電気設備の
損傷や漏電事故が発生。お客さまからの要
請や絶縁監視装置からの警報受信により、
・高圧設備の事故・故障485件（210件）、
・低圧設備の事故・故障5,370件（1,247件）
の対応を行った。（ ）内の数値は千葉県の対応数

今回の災害では、特別な事項として東京電力PG及び経済産業省からの
要請により、電源車接続対応として192軒の事業場の対応を行った。

「総合監視指令センター」にて事故受付を集中化し対応指示
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（2）電源車接続に係る需要設備の安全確認
への対応

①経緯

9月06日（金）当協会本部に中央災害連絡室を設置、

連絡体制強化

9月09日（月）未明 台風15号千葉市に上陸

9月09日（月）首都圏の鉄道混乱、情報収集が困難

9月10日（火）被害状況収集開始、千葉県内停電継続

9月11日（水）東京電力PG及び経済産業省より電源車接続

対応の要請

目的外使用・複製・開示禁止一般財団法人関東電気保安協会 2019











２．大規模災害時の対応に係る課題

（2）電源車接続に係る計画・立案体制の迅速な構築
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今回、設備の詳細情報を知り得ない契約外の事業場（113軒）に対して、設
置者の依頼を受け電源車接続対応を行ったが、当該作業による設備の故障
やトラブルが発生した場合の責任の所在を明確にしておく必要がある。

（3）受託外事業場作業に係る責任のあり方

迅速かつ効率的な現場対応を行うために、当協会では要員体制の強化を
図ったが、具体的な要員配置や作業計画等、東電PGとの情報共有に時間を
要し、現場対応に困難をきたした。

本来、自家用電気工作物は設置者に保安責任があり、電気の保安を
確保することが法律で義務付けられている。
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復旧作業の妨げとなる倒木の状況
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お客さま構内柱の倒壊状況
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その他電気設備の被害状況
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お客さま構内柱へのトタン板巻つき 受電設備の扉破損
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